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第２章 緑の現状と課題 

 

エ．景観重要樹木 

 恵那市の景観条例では、道路や公共の場所から望見することができ、景観上重要な樹

木について、所有者の意見を聞き、同意を得た上で、景観重要樹木として指定していま

す。 

 

景観重要樹⽊ 甚平坂のハナノキ（⼤井町）、下ヶ淵のカエデ（明智町） 
 

表 2-6：市内景観重要樹⽊の状況 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

甚平坂のハナノキ（大井町）    下ヶ淵のカエデ（明智町） 
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第２章 緑の現状と課題 

 

②レクリエーションのための緑 

・公園 

 本市には現在、15 箇所の都市公園が整備されており、合計で約 22.8ha の面積があり

ます。都市計画区域の住民一人当たりの面積は約 6.2 ㎡で、これは恵那市都市公園条例

で定める標準面積の 10 ㎡以上を下回っています。また、市内には 80 箇所の公園があり

ます。（令和 2（2020）年）これらの公園は、身近な緑とのふれあいの場として広く利用

されています。 

 

市街地における 
⾝近な公園 

桜台第１公園、城ヶ丘洞流通第３公園、花の⽊第３
公園、永平公園 など 

市街地周辺の⾃然が 
豊かな公園（都市計画区域内） 

恵那峡さざなみ公園、アグリパーク恵那ふれあい広
場、阿⽊川ダム下公園 など 

⾃然や花が楽しめる 
地区公園（都市計画区域外） 

こぶし公園、岩村城址公園、イワクラ公園、千畳敷
公園、串原農村公園、福寿の⾥河川公園 など 

表 2-7：主要な公園の状況 
 
 

 

 

 

 

 

     

      永平公園（長島町）         恵那峡さざなみ公園（大井町） 

 

 

 

 

 

 

 

    こぶし公園（岩村町）          千畳敷公園（明智町） 
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第２章 緑の現状と課題 

 

③防災のための緑 

ア．保安林区域 

 森林の持つ様々な機能について特に発揮させる必要がある森林を、森林法により保安

林として指定し、治山事業の実施等により保全を図っています。本市では 11,659ha の

森林が保安林に指定されています。保安林では水源かん養や土砂流出防備など、それぞ

れの目的に沿った森林の機能を確保するため、立木の伐採や土地の形質の変更等が規制

されています。本市の保安林の種類別面積は、次のとおりとなっています。 

単位：ha 
⽔ 源 
かん養 

⼟砂流出 
防備 

⼟砂崩壊 
防備 

⼲害防⽌ 落⽯防⽌ 保健 ⿂つき 合計 

1,847 9,570 102 30 37 73 − 11,659 

（令和元年 岐⾩県林業統計書） 

表 2-7：主要な公園の状況 
 

イ．河川・街路樹・公園緑地 

 市街地の中にある河川敷空間や街路樹のある道路、まちなかの公園や緑地は、市街地

火災時に延焼を防止する緑として機能する役割を担っています。また、公園や緑地など

のオープンスペースは災害発生時の一時避難場所や復旧活動の拠点としても機能しま

す。 

 

市街地を流れる河川 阿⽊川、永⽥川、⽥違川、濁川 

街路樹のある道路 
恵那駅前線、寺平的ヶ屋敷線、恵那駅前⽯橋線、⽻根平学頭線、
神明前⼀丁⽥線 など 

まちなかの公園 中央公園、中⼭道⼤井宿広場、中野公園、まきがね公園 など 
 

表 2-8：主要な河川・街路樹・公園緑地の状況 
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第２章 緑の現状と課題 

 

④景観形成のための緑 

・歴史的風致重点地区 

 本市には、古来より交通の要である中山道 67 次の 1 つである大井宿周辺及び、江戸

時代松平藩の城下町であった岩村城下町周辺及び岩村城址を重点地区に指定し、地域の

特性に応じた景観づくりを推進しています。 

 

宿場町⼤井地区 106ha 城下町岩村地区 1,782ha 
※令和 2（2020）年  

表 2-9：歴史的⾵致重点地区の状況 
 

 

 

 

 

 

                              

中山道道路美装     岩村町ポケットパーク整備         岩村城址 

 

⑤地域活性化のための緑 

ア．地域森林計画対象民有林 

 地域森林計画は、都道府県知事が国の定める全国森林計画に即して、都道府県の森

林関連施策の方向及び地域的な特性に応じた森林整備や保全の目標などを森林計画区

ごとに明らかにする計画で、市町村森林整備計画の策定にあたっての指針となるもの

です。本市では 34,157ha の民有林がこの計画の対象となっており、適正な森林施業の

実施や森林の保全により森林資源の健全な維持増進に努めています。（令和元（2019）

年） 

 

イ．農業振興地域・農用地区域 

 農業振興地域は、将来に渡って農業の振興を図るべき地域であり、農用地区域とは

農業振興地域内において集団的に存在する農地や生産性の高い農地など農業上の利用

を確保すべき土地として指定された区域です。農用地区域に指定された土地は原則と

して農地以外の目的に使用することはできません。本市では 3,146.4ha の農用地区域

が指定されており、水稲や大豆、栗、そばなど様々な作物の作付けが行われていま

す。（令和 2（2020）年） 
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第２章 緑の現状と課題 

 

（４）緑に関する主な取り組み 

本市が行っている緑に関する主な取り組みは次のとおりです。 

【基本施策】豊かな自然を守り、活かす 

豊かな自然との調和を目指し、森林、里山、河川などの自然環境を長期的な視野で

保全するとともに、誰もが親しめる場としての活用を図ります。 

 

〇自然環境や農地の保全を推進します 

 ・地域住民の協力を得ながら、森林や農地が持つ多面的な機能や治山・治水対策の

効果を発揮させる整備を計画的に進めます。 

・森林や農地が持つ多面的な機能について、その重要性について理解を高めるとと

もに、景観の保全や秩序ある土地利用等による適切な保全管理を推進します。 

・広報活動などにより、市民の自然に対する理解を促進します。 

・下流域の自治体などと連携し、水源地や河川環境の保全を進めます。 

 

○魅力ある自然環境の活用を進めます 

・良好な自然景観を守りつつ、棚田、寒天づくりなどの文化的な景観を活かしてま

ちの魅力を高める活動を進めます。 

・水や川に親しみ、動植物などと触れ合う体験や学習を通じて、自然環境との共生

について認識を深めます。 

・良好な自然環境を活かして、アウトドアツーリズム、スポーツツーリズムの誘致

を図るための環境整備を進めます。 
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第２章 緑の現状と課題 

 

（５）緑の⽀援制度 

 本市には次のように、緑に関する様々な支援制度があります。 

 

●緑に関する主な支援制度 

制度 支援内容 

みどりの少年団・ 

緑化少年団への活動支援 

自然体験や公園清掃、記念植樹などの活動をしている

「みどりの少年団・緑化少年団」に対して、小中学校単

位での活動助成金を交付しています。 

地域への緑化木無償配布 

公共施設や公園、集会所などの緑化を推進するため、

自治会または施設単位で景観木の無償配布を行ってい

ます。 

えなの木、もりの木、きに

なる木コンテストの開催 

子どもたちに、木や緑に触れてもらう機会を作るため、

毎年９月上旬に「えなの木、もりの木、きになる木コン

テスト」を開催しています。 

みんなのみち愛護事業 

地域の道路（道路法に規定する道路。市道・国道・県

道）に対し、年間を通じて除草、草刈り、側溝清掃、

枝打ち等の維持活動を実施する活動団体に、予算の範

囲内で、みんなのみち愛護事業交付金を交付していま

す。 

未利用材間伐促進 

地域住民が自身の所有する山林の手入れをし、そこで

出た材木を回収・販売をし、地域住民に対して地域通

貨を発行する事業に対して支援をしています。 

耕作放棄地対策事業 

荒廃した耕作放棄地を引き受ける農業者、農業者組織

等が作物生産再開に向けて行う再生作業等を支援しま

す。 
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第２章 緑の現状と課題 

 

第４節 緑を取り巻く情勢 
 主な緑を取り巻く国内の情勢や動向は、次のとおりです。 

 

・都市化による市街地の緑の減少や、宅地開発による市街地周辺の森林や農地の減少

が懸念されています。 

・二酸化炭素の増加による地球温暖化が世界的な環境問題として認識されており、適

正な森林づくりが求められています。 

・開発行為等により生物の生育・生息環境の減少や悪化が懸念されています。 

・長引く林業生産活動の停滞により森林が適正に管理されないことや担い手不足によ

る農地荒廃によって、森林や農地の持つ水源かん養や災害防止機能などの公益的機

能の低下が懸念されています。 

・その土地本来の生態系に生育・生息する生物を保全し、持続的な利用を可能にする

生物多様性の取り組みが広がっています。 

・本来、人々が生活のために利用していた里山が、生活スタイルの変化に伴い利用さ

れなくなり、管理が行き届かず土砂の流出や崩壊が起こりやすくなっています。 

・公園には、レクリエーションや健康増進などに加え、災害発生時の一時的な避難場

所や良好な景観を構成する要素など多くの役割が求められています。また、人口減

少・少子高齢化が進展する中、ニーズに対応した公園の環境整備が求められていま

す。 

・森林は森林浴など健康増進の場、キャンプや森林レクリエーションなど自然と人々

の触れ合いの場、森林教室など青少年教育の場などとしても活用されるとともに、

その機能への期待が高まっています。 

・地域固有の景観を資源として保全・活用しようとする動きが広がっています。 

・地元産材の有効活用や、木質バイオマスの積極的な活用による循環型社会の形成が

求められています。 
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第２章 緑の現状と課題 

 

第５節 課題 
緑の現況や緑を取り巻く情勢などから、本市の緑については、次の事項が課題とな

っています。 

 

（１）機能別の課題 

①環境保全の面からの課題 

・低炭素社会（温室効果ガス排出の少ない社会）の実現を目指し、緑地の保全及び創

出を図る必要があります。 

・生物多様性の保全に対する理解を深めるとともに、その土地本来の生態系の保全・

再生に取り組む必要があります。 

②レクリエーションの面からの課題 

・市民一人当たりの公園の敷地面積を増やすとともに、既存の公園を多様な目的で利

用できるよう、利用者ニーズを踏まえた質の高い環境整備や適切な維持管理を行う

必要があります。 

・多様なレクリエーション需要に対応する森林や里山を、保全・活用する必要があり

ます。 

③防災の面からの課題 

・自然災害の防止や被害軽減につながる緑の機能を保全する必要があります。 

・避難場所となるオープンスペースなど、災害時の安全性確保につながる緑地を保

全・創出・活用する必要があります。 

④景観形成の面からの課題 

・歴史的な町並みと調和した緑地、農山村景観を形成する里山など、まちの表情とな

る緑を保全・活用していく必要があります。 

・まちの魅力を一層向上させるため、新たな緑の創出を図っていく必要があります。 

⑤地域活性化の面からの課題 

・人工林の適切な間伐実施や農林業の担い手の確保などにより、農林水産物の生産の

場となる緑を保全し、適正に維持管理していく必要があります。 

・豊富な森林資源を有効活用し、地場産業の活性化や特色ある地域づくりにつなげて

いく必要があります。 

 

（２）総合的な課題 

緑を、市民の大切な財産として、将来にわたり守り育て活かしていく必要があり

ます。 
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第３章 基本理念と将来像 

 

『⽔と緑の豊かな地域の連携による 

  持続可能な定住・交流都市への再構築』 

第３章 基本理念と将来像 
 

第１節 基本理念 

本市は、約78％が森林で占められている自然豊かで美しい緑を持つ都市です。ま

た、長い歴史に培われてきた各地域での伝統文化など豊富な地域資源を有していま

す。 

一方で、市街地周辺部においては宅地開発等が見られ、市街地において身近に緑に

触れることのできる公園緑地に対する市民の要望が多い状況などもあります。 

本市の魅力である自然環境と、地域で育まれてきた歴史文化資源を活かした「水と

緑の豊かな地域連携」を踏まえつつ、人口減少・少子高齢化への対応を図り、定住人

口を確保するとともに、将来の世代が誇りをもてる「持続可能な定住・交流都市」を

再構築することが本市の理想の姿と考えます。 

このことから、本計画の基本理念を次のように定めます。 

 

  【基本理念】 
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第３章 基本理念と将来像 

 

第２節 緑の将来像 

本市の緑の特性や課題、基本理念をふまえ、緑の将来像を次のように定めます。 

 

 

 

 

〇恵那市の最大の魅力である自然環境を活かしながら、各地域で育まれた歴史文化

を大切にし、それぞれの地域の個性が磨かれたまち 

 

〇魅力ある公園や緑地など、身近な緑とのふれあいの場が創出され、緑を楽しみ潤

いとやすらぎを感じ、誇りをもって住み続けることができるまち 

 

〇緑のまちづくりをそれぞれの地域が個性を活かしつつ、地域社会を構成する多様

な主体の協働によって持続的にすすめられるまち 

 

〇人と人、自然、地域社会の触れ合いを大切にしつつ、都市構造をはじめとした都

市のあり方を少しずつ組み立て直されたまち 

  

【特性】 

 ・市域の 78％を占める森林 

 ・美しい清流 

 ・昔ながらの農山村風景 

 ・歴史的まちなみと調和した緑 

【課題】 

 ・環境の保全 

 ・身近な緑の創出 

 ・良好な景観の形成 

 ・防災機能の確保 

 ・特色ある緑の活用 

 ・豊富な森林資源の活用 

【基本理念】 

『⽔と緑の豊かな地域の連携による持続可能な定住・交流都市への再構築』 

【緑の将来像】 
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第３章 基本理念と将来像 

 

 

 

飯地高原自然テント村 

木曽川 

望郷の森 

恵那峡

東濃牧場・阿木川ダム

根の上高原

阿木川公園

まきがね公園

土岐川

自然環境の保護に向けて保全する緑地

生産基盤と都市の発展と調和しつつ維持する緑地

恵那らしい風景として保全する緑地

快適な市街地形成に向けて創出していく緑地

優れた自然環境として保全する緑地

山と市街地を結ぶ水と緑の骨格軸

都市の拠点となる緑地

凡　　　例

図 3-1：緑の将来図 
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第４章 基本⽅針と⽬標 

 

第４章 基本⽅針と⽬標 
 

第１節 基本⽅針 
緑の将来像を実現していくための基本方針を次のように定めます。 

 

（１）豊かな⾃然を守り、活かす 

本市は、市域の面積の約８割が森林を占める緑豊かで美しい自然を持つ都市です。ま

た、里山や農地などは暮らしの身近にあって、私たちに潤いややすらぎを与えてくれま

す。 

 これらの緑は、地球温暖化の抑制に寄与するとともに、防災機能や美しい景観形成と

いった役割を持ち、豊かな自然の中では多種多様な動植物が生育・生息しています。 

 本市が持つ、豊かな自然との調和を目指し、森林、里山、河川などの自然環境を長期

的な視野で保全するとともに、誰もが親しめる場としての活用を図ります。 

 

（２）美しく使いやすいまちをつくる 

 レクリエーションや憩いの場を提供してくれる公園緑地やまち並みを彩る様々な緑

は、私達が心豊かに快適に暮らしていくために重要な存在です。本市には都市公園が１

５箇所あり、この他にも地区公園や緑地、街路樹や遊歩道などの緑が暮らしの中に癒し

をもたらしています。 

 魅力的なまち並み・景観の形成を進めるとともに、快適に暮らすことができる計画的

な土地利用を進めます。 

 

（３）資源を活かし、まちを潤す 

 本市は恵那峡や笠置山などの貴重な自然資源を有しているとともに、坂折棚

田や富田地区などの昔ながらの農山村景観を形成する田園風景など、地域住民

の手によって守り引き継がれてきた個性的で特色ある緑が残されています。 

 特色ある資源を活かすため、住まいの地産地消をはじめとして、経済・資源の

域内循環の仕組みを確立し、自律的で持続可能な地域社会の形成を図ります。 
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第４章 基本⽅針と⽬標 

 

（４）緑地の維持管理の担い⼿が育ち、つながる 

受け継がれてきた緑や新たに創出した緑を将来に向かって良好な状態で維持

していくためには、市民、事業者、行政など様々な主体が連携・協力し、協働に

より緑を守り育てていく必要があります。 

緑地の維持管理に参加する個人や団体を育成し、多様な担い手（地域自治区、

個人、団体、企業、学校など）の連携・協力を高めて、地域を担う力を高めます。 
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第４章 基本⽅針と⽬標 

 

第２節 ⽬標⽔準の設定 
 

 基本方針に基づき、本計画における緑地の保全及び緑化の目標水準を次のように設定

します。 

 

（１）都市計画区域内の緑地の確保⽬標⽔準 

本市の緑地現況量は 14,814ha となっており、その大半は樹林地や農地が占めてい

ます。この緑地面積が計画対象区域(=17,256ha)に占める割合（＝緑地率）は、85.8％

となっています。（平成 30（2018）年） 

一方、令和 22 年度における将来人口は、本市の総合計画及び都市計画マスタープラ

ンによると 37,190人とされており、現在よりもやや減少することが予測されています。

また、農業従事者の高齢化や後継者不足などから、農地の維持が困難となり農地が減少

していくことも懸念されます。そこで、緑地の量的な拡大を図ることよりも、緑の質的

な充実を図ること、今ある緑地や田園景観の保全を図ることに重点を置き、現在の緑地

率の維持を図ることを目標とします 

 

 

 

 

 

 

（２）都市計画区域内の都市公園⾯積 

市内には都市公園が不足しているため、必要性を検討した上で、身近な公園や広場の

整備を進めます。また、既存公園の機能強化を行い、質の向上を図るなど、今ある緑を

活かしながら緑地の確保を進めていきます。 

市街地における身近な緑の創出の水準を表す指標として、都市計画区域内の住民一人

当たりの都市公園面積を、恵那市都市公園条例で定めた標準面積である 10 ㎡以上の確

保を目標とします。 

 

 

  

現況値（H30） 

約 86％ 

⽬標値（R22） 

維持 

現況値（R3） 

6.3 ㎡／⼈ 

⽬標値（R22） 

10 ㎡／⼈ 
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第４章 基本⽅針と⽬標 

 

（３）憩いの場所（公園等）の満⾜度 

公園緑地は、貴重なオープンスペースとなっており、市民の憩いの場として担う役割

は非常に重要となっており、市民意識調査からも市民ニーズも高まっていることがわか

ります。 

身近な緑の満足度を表す指標として、市民意識調査における憩いの場所（公園等）の

良い・やや良い・普通の数値を、現況値以上を目標とします。 

 

 

 
現況値（R3） 

51.5％ 

⽬標値（R22） 

現況値以上 
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第５章 将来像実現のための施策 

 

『⽔と緑の豊かな地域の連携による 

  持続可能な定住・交流都市への再構築』 

第５章 将来像実現のための施策 
 

第１節 施策の体系 

緑の将来像を実現するための施策体系は、次のとおり設定します。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２)美しく使いやすいまちをつくる

〇自然環境や農地保全の推進 

〇魅力ある自然環境の活用の推進 

〇都市公園の機能の見直しと再整備

〇公共施設の緑化の推進 

〇地域内経済の循環を図るための 
体制の整備 

〇まちづくりの担い手を育成し、 
多様な主体の連携・協力を高める

(１)豊かな自然を守り、活かす

(３)資源を活かし、まちを潤す

(４) 緑地の維持管理の担い手が

育ち、つながる 

基本方針 

【基本理念】 

各種施策 
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第５章 将来像実現のための施策 

 

第２節 各種施策 
 

（１）豊かな⾃然を守り、活かす 

〇自然環境や農地保全の推進 

・地域住民の協力を得ながら、森林や農地が持つ多面的な機能や治山・治水対策の効

果を発揮させる整備を計画的に進めます。 

・森林や農地が持つ多面的な機能について、その重要性について理解を高めるととも

に、景観の保全や秩序ある土地利用等による適切な保全管理を推進します。 

・広報活動などにより、市民の自然に対する理解を促進します。 

・下流域の自治体などと連携し、水源地や河川環境の保全を進めます。 

・水と緑の保全・整備など、自然環境が有する機能（グリーンインフラ）をインフラ

の一部として活用することにより、防災性の維持・向上、生物多様性の確保、二酸

化炭素の排出抑制と省エネルギー化を図り、低炭素型・循環型都市の形成に努めま

す。 

 

〇魅力ある自然環境の活用の推進 

・良好な自然景観を守りつつ、棚田、寒天づくりなどの文化的な景観を活かしてまち

の魅力を高める活動を進めます。 

・水や川に親しみ、動植物などと触れ合う体験や学習を通じて、自然環境との共生に

ついて認識を深めます。 

・良好な自然環境を活かして、アウトドアツーリズム、スポーツツーリズムの誘致を

図るための環境整備を進めます。 
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第５章 将来像実現のための施策 

 

（２） 美しく使いやすいまちをつくる施策 

〇都市公園の機能の見直しと再整備 

・市街地の人口の動向や施設の立地を把握したうえで、公園のあり方について検討し、

現況の公園整備状況と地域の特性を重ね合わせて、公園の設置や機能見直し、再整備

を検討します。 

・地域の実情に応じた利活用として、画一的な都市公園整備ではなく、地区の特性やタ

ーゲットに応じたコンセプトを併せ持つ公園整備を検討します。 

・既存の広場・公園について、計画的な維持管理・更新により、再利用や活用を図りま

す。 

・地域の資源や特性を活かすことで、特色ある公園の整備をすすめます。また、公園の

緑化においては周囲の景観と調和し、手入れしやすいなど、適切な樹種の選択を行い

ます。 

・老朽化した遊具や便所等の補修・更新を行うとともに、障がい者や外国人なども含め、

子どもから高齢者まで誰もが快適に利用できる公園を目指し、ユニバーサルデザイン

化を図ります。 

 

〇公共施設の緑化の推進 

・公共施設において、敷地内の植栽、屋上緑化・壁面緑化、駐車場の緑化など、建替時 

の緑化を推進します。  

 

（３）資源を活かし、まちを潤す 

○地域内経済の循環を図るための体制の整備 

・生産者と販売先を繋げる機会の充実や、生産者の負担を軽減する集荷制度の整備を進

めます。 

・食の地産地消を進めるため、農産物の安定的な生産の確保と地元産の認知度向上を支

援するとともに、市内消費を拡大するための販路の開拓を支援します。 

・エネルギーの地産地消を進めるため、環境に配慮したうえで、太陽光発電、風力発電、

中小水力発電などの再生可能エネルギー活用の取組を推進します。 

・住まいの地産地消を進めるため、地元産材の活用、地域内の技能者の活用・育成を総

合的に進めます。 
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第５章 将来像実現のための施策 

 

（４）緑地の維持管理の担い⼿が育ち、つながる 

○緑地の維持管理の担い手を育成し、多様な主体の連携・協力を高める 

・若い世代が関心を持つような活動を充実させ、次世代の担い手育成を推進します。 

・高齢者が活動に参加しやすくするための取り組みを進めます。 

・地域を超えて活動するＮＰＯ法人などの担い手の活動を支援します。 

・担い手がそれぞれの情報を発信し、互いに共有できるような取り組みを進めます。 

・多様な担い手が連携・協力し、より効果的・効率的な活動ができるようにするための

仕組みを構築します。 
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第５章 将来像実現のための施策 

 

第３節 都市公園等の整備及び管理の⽅針 
 

都市公園等は、環境保全、レクリエーション、防災、都市景観及び生物多様性の確保

など、みどりの有する多様な機能を効果的に発揮させる上で、重要な役割を担います。 

本市は、市域の面積の約８割が森林となっており、豊かな自然に囲まれています。一

方で、市街地においては、公園緑地が市街地の中の貴重なオープンスペースとなってお

り、公園等が担う役割は非常に重要となっており、市民意識調査からも市民ニーズも高

まっていることがわかります。 

そのため、自然的な環境に恵まれた本市の特性を踏まえつつ、市街地においても環境

保全、都市景観及び生物多様性の確保など、みどりの有する多様な機能を効果的に発揮

するため、整備の優先度の高い都市公園等の魅力向上及び安全確保を進めます。 

 

（１）公園の整備 

・必要性を検討した上で、身近な公園や広場の整備を進めます。また、土地区画整理事業

に伴って創出される公園緑地の早期整備を推進します。 

・また、これ以外の公園等については、市全体と地域ごとの将来の人口・構成分布を

考慮し、市が管理する公園等のみならず、自治会が管理する公園、隣接市の公園、

観光施設及び寺社などのオープンスペースを含め、安全性、利便性、地域性、地形

などの環境条件を勘案して配置します。 

 

（２）集約化・再配置への対応 

・今後の高齢化や人口減少に伴う予算規模の縮減を想定し、効率的な整備をするた

め、活用が図られていない公園等の土地利用転換などをしつつ、既存公園等の魅力

向上を図ります。  
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第５章 将来像実現のための施策 

 

（３）公園施設の設置・管理 

・既存公園等のトイレ、ベンチ及び水道などの公園施設については、利用者数及び利

用者ニーズなどを考慮し、設置、修繕又は撤去などを慎重に検討します。 

・一般遊具や複合遊具、健康遊具などの遊具は、遊具定期点検などの結果により、安

全基準を満たさない遊具について優先的に整備・改修を行います。なお、利用者数

及び利用者ニーズなどを考慮し、撤去についても検討します。また、遊具を新たに

設置する場合は、外部から見通しが良く、死角を排除するように設置します。 

・市民が日常的な健康づくりの場や子育ての場として快適に利用できるよう、感染症

対策などの利用マナーの啓発を図ります。公園利用者の安全確保のため、都市公園

等にはプライバシーの保護に留意しながら、防犯カメラの設置を検討します。 

 

（４）安全の確保と植栽管理 

・公園等の植栽については、安全確保のため、老木や倒木の危険のある樹木は植え替

えなどによる更新を図ります。 

 

  

34



第５章 将来像実現のための施策 

 

第４節 都市公園等の配置⽅針 

（１）都市公園の役割とターゲット 

  市内の都市公園について、次のように役割を位置付けます。 

 

 

 

 

 

【健康】の役割を持つ公園 

 → 散策路、休憩施設 

 → 健康増進施設 

 → スポーツ施設 

【子育て】の役割を持つ公園 

 → 遊具 

 → 屋根のある休憩施設 

  

【行事】の役割を持つ公園 

 → 広場 

 → 付近でのイベント 

【交流】の役割を持つ公園 

 → 多世代が集える場所 

 → 隣接施設の補完 

【環境】の役割 

 → 周辺環境に配慮した植栽 

 → 付近の防災的役割 

 → トイレの設置 
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第５章 将来像実現のための施策 

 

番
号 
 

名 称 ターゲット 
建設年 
(和暦) 

遊具 駐⾞場 

   ●：役 割 

   ★：主となる役割 

健康 
⼦
育
て 

⾏事 交流 環境 

① まきがね公園 市全域 S59 あり あり ★ ● ● ● ● 

② 阿⽊川公園 市全域 H10 あり あり ★ ● ● ● ● 

③ 中央公園 市全域 S49 あり なし ● ★ ● ★ ● 

④ 中野公園 地区内 S51 あり なし  ★  ● ● 

⑤ うとう公園 近隣 H10 なし なし     ★ 

⑥ マロニエ公園 市全域 H10 あり なし  ★   ● 

⑦ ほりた公園 近隣 H10 なし なし     ★ 

⑧ まきもと公園 近隣 H10 なし なし     ★ 

⑨ 学頭公園 地区内 H15 あり あり  ★  ● ● 

⑩ ふれあい広場 市全域 H19 あり あり ● ● ● ★ ● 

⑪ 神⽥公園 近隣 H21 なし なし ●    ★ 

⑫ ⼤崎公園 近隣 H21 なし なし     ★ 

⑬ 中⼭道⼤井宿広場 市全域 H24 なし なし   ★ ● ● 

⑭ 中曽根公園 近隣 R2 あり なし ● ★ ●  ● 

⑮ 道垣外公園 近隣 R2 なし なし     ★ 

  
図 5-1：市内の都市公園⼀覧 
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第５章 将来像実現のための施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ①

②

③④

⑤

⑥
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⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

②

③④

⑤

⑥
⑦
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⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

図 5-2：市内の都市公園箇所図 
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第５章 将来像実現のための施策 

 

（２）都市公園の⻑寿命化 

・公園施設の長寿命化計画に基づき、費用の平準化を図りながら計画的に公園施設の

更新を行います 

・大規模な遊具等の更新に当たっては今後の必要性や、地域ニーズ等を踏まえて対

応します。 

 

【長寿命化計画策定済み公園】 

・中央公園   ・中野公園 

 

【今後長寿命化計画を策定する公園】 

・まきがね公園  ・阿木川公園 

 

（３）都市公園の再整備 

・整備から長期間が経過して施設の老朽化した公園では、公園の再整備を推進しま

す。 

・再整備に際しては、地域のニーズを踏まえた新たな利活用や都市の集約化に対応

し、都市公園の機能の再編や見直し、配置の再編を図ります。 

・地域のニーズを踏まえるため、再整備に際しては地域住民の参加による公園づく

りを推進します。 

 

【対象公園】 

・中央公園    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

中央公園

38



第５章 将来像実現のための施策 

 

第５節 都市公園以外の公園の配置⽅針 

（１）公園の役割とターゲット 

・都市公園以外の公園は、コミュニティ形成やレクリエーション機能を持っているも

のなど、多種多様な機能があります。 
・市内には 73 箇所の公園があり、これらの公園の中には、都市公園と同様に、身近

な緑とのふれあいの場として広く利用されています。 
・このため、都市公園を補完する役割として、今後役割とターゲットを明確にし、都

市公園整備において、これらの公園を考慮して計画を推進していきます。 
 

（２）⻑寿命化 

・都市公園以外の公園は、管理者、公園の規模や構造等も異なるため、維持管理に 

 ついてすべての施設を画一的に取り扱うのではなく、それぞれの管理者や施設の 

特性に応じ、公園管理者と協議しながら効果的な維持管理を行います。 

 

（３）再整備 

・整備から長期間が経過して施設の老朽化した公園では、公園管理者と協議しなが

ら公園の再整備を推進します。 
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第５章 将来像実現のための施策 

 

＜都市計画法施⾏令に基づく公園⼀覧＞ 

番号 名 称 建設年(和暦) 遊具 駐⾞場 

1 桜台第 1 公園 H7 あり なし 

2 桜台第 2 公園 H7 なし なし 

3 新⾃由ヶ丘公園 H7 なし なし 

4 永⽥流通団地公園 H8 なし なし 

5 学頭開発第 1 公園 H12 なし なし 

6 学頭開発第 2 公園 H12 なし なし 

7 奥⼾開発第 1 公園 H12 なし なし 

8 城ヶ丘洞流通第 1 公園 H13 なし なし 

9 城ヶ丘洞流通第 2 公園 H13 なし なし 

10 城ヶ丘洞流通第 3 公園 H13 なし なし 

11 城ヶ丘洞流通第 4 公園 H13 なし なし 

12 ⾃由ヶ丘公園 H17 あり なし 

13 永平公園 S60 あり なし 

14 花の⽊第 1 公園 H19 なし なし 

15 花の⽊第 2 公園 H19 なし なし 

16 花の⽊第 3 公園 H19 なし なし 

17 元起第⼀公園 S52 あり なし 

18 GT 中⼭道 I 公園 H15 あり なし 

19 ⽵ノ下公園 H21 なし なし 

20 中島公園 R1 なし なし 

 

  
図 5-3：都市計画法施⾏令に基づく公園⼀覧 
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第５章 将来像実現のための施策 

 

＜その他の公園⼀覧＞ 

番号 名 称 
建設年 
(和暦) 

遊具 駐⾞場 

1 ⼩鳩児童遊園 S35 あり なし 

2 甚平坂公園 H3 なし あり 

3 上宿ポケットパーク H27 なし なし 

4 恵那峡 さざなみ公園 S29 あり あり 

5 ⻄⾏硯⽔公園 H2 なし なし 

6 ⻄⾏苑 H2 なし あり 

7 中野児童遊園 S42 あり なし 

8 正家こだま児童遊園 S43 あり あり 

9 深萱休憩所 H21 なし なし 

10 ｱｸﾞﾘﾊﾟｰｸ恵那ふれあい広場 S58 あり あり 

11 恵那市南部農業者ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ S60 なし あり 

12 阿⽊川ダム下公園 H4 なし なし 

13 中洞公園 Ｓ48 あり なし 

14 こぶし公園(望郷広場) H2 なし あり 

15 こぶし公園(浮島) H2 なし あり 

16 岩村城⼭城址公園 S61 なし あり 

17 いわむら街並公園 H10 なし なし 

18 本町ポケットパーク H24 なし なし 

19 ⽯畑公園 H13 なし なし 

20 いわむら河川公園 H4 なし なし 

21 蕨平公園 S57 あり なし 

22 こぶし公園(ふれあい親⽔ひろば) H2 なし あり 

23 イワクラ公園 H16 あり あり 

24 ⼭岡交流広場 H24 あり あり 

25 ⼩⾥川ダム右岸広場 H16 なし あり 
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第５章 将来像実現のための施策 

 

＜その他の公園⼀覧＞ 

番号 名 称 
建設年 
(和暦) 

遊具 駐⾞場 

26 千畳敷公園 Ｓ41 あり あり 

27 常盤公園 Ｓ57 あり なし 

28 ⼤正村広場 H23 あり あり 

29 ⼤正村明智の森 H2 あり あり 

30 ふれあい会館吉良⾒ひろば H16 あり あり 

31 福原公園 S61 なし あり 

32 みはらし公園 H1 なし あり 

33 ⼤野公園 S44 なし あり 

34 釜井公園 S42 なし あり 

35 串原農村公園 H14 なし あり 

36 ⽊根農村公園 H11 あり なし 

37 農村公園 H16 なし なし 

38 福寿の⾥ 河川公園 H5 なし あり 

39 鏡⼭住宅 児童遊園 H18 あり なし 

40 ⼤洞住宅児童遊園１ S51 あり なし 

41 ⼤洞住宅児童遊園２ S49 あり なし 

42 ⼤洞住宅児童遊園３ S47 あり なし 

43 梶ケ平住宅児童遊園 S56 あり なし 

44 蕨平住宅児童遊園 S60 あり なし 

45 滝坂住宅児童遊園 H19 あり なし 

46 川原島住宅児童遊園 S60 あり なし 

47 恵那駅前広場 H9 なし なし 

48 中⼭道夢ポケットパーク H11 なし なし 

49 佐渡交差点ポケットパーク H11 なし なし 

50 三⾓ポケットパーク H11 なし なし 
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第５章 将来像実現のための施策 

 

＜その他の公園⼀覧＞ 

番号 名 称 
建設年 
(和暦) 

遊具 駐⾞場 

51 中⼭道ポケットパーク Ｈ11 なし なし 

52 阿⽊川護岸ポケットパーク Ｈ12 なし なし 

53 神の⽊ポケットパーク H23 なし なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

恵那峡さざなみ公園 イワクラ公園 

図 5-4：その他の公園⼀覧 

桜台第 1 公園 学頭開発第 1 公園 
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恵那市緑の基本計画改定の経過 

 平成 12(2000)年２月 恵那市緑の基本計画 策定 

 令和 ４(2022)年３月 恵那市緑の基本計画 改定 
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